
　
い
ず
れ
か
の
手
当
を
受
給
で
き

る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
特
別
障
害
者
手
当

対
象
者
：
20
歳
以
上
の
在
宅
の
方

で
、
重
度
の
心
身
障
が
い
な
ど
が

あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方

（
障
が
い
者
支
援
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る
方
は
対
象
外
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
者
：
20
歳
未
満
の
在
宅
の
方

で
、
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護
を

必
要
と
す
る
方
（
児
童
福
祉
施
設

な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は
対

お
知
ら
せ

福
祉
の
各
種
手
当
を

ご
存
じ
で
す
か
？

象
外
）

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

対
象
者
：
精
神
、
知
的
ま
た
は
身

体
に
政
令
で
定
め
る
程
度
以
上
の

障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童

を
監
護
す
る
父
母
ま
た
は
養
育
者

（
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外
）

問
福
祉
課　
福
祉
・
障
が
い
者
支

援
係72

–
５
１
６
４

　
法
務
局
に
は
、
相
続
手
続
を
さ

れ
る
方
を
応
援
す
る
「
法
定
相
続

情
報
証
明
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
法
務
局
に
戸
籍
謄

本
な
ど
の
束
お
よ
び
法
定
相
続
情

報
一
覧
図
を
提
出
し
て
い
た
だ

き
、
登
記
官
が
法
定
相
続
人
が
誰

で
あ
る
の
か
を
証
明
す
る
制
度
で

す
。
相
続
登
記
の
申
請
は
も
ち
ろ

ん
、
預
貯
金
の
払
戻
し
、
税
務
署

で
の
相
続
税
の
申
告
な
ど
、
様
々

な
相
続
手
続
に
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。
手
数
料
は
無
料
で
あ
り
、

必
要
な
枚
数
を
発
行
し
ま
す
の

で
、
多
く
の
手
続
を
並
行
し
て
ス

ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
な

ど
、
大
変
便
利
な
制
度
で
す
。

　

詳
し
く
は
法
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

近
く
の
法
務
局
に

お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
大
分
地
方
法
務
局　
杵
築
支
局

62
–
２
２
７
１

　

あ
な
た
が
書
い
た
自
筆
証
書

の
遺
言
書
を
法
務
局
で
安
心
・
安

全
に
、
大
切
に
保
管
す
る
大
変
便

利
な
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制

度
を
利
用
す
る
と
、
遺
言
者
が
亡

く
な
っ
た
後
、
遺
言
書
が
発
見
さ

れ
な
い
こ
と
や
、
改
ざ
ん
さ
れ
る

こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

上
、遺
言
者
が
亡
く
な
っ
た
後
、自

ら
が
指
定
し
た
人
に
遺
言
書
保
管

の
通
知
を
送
る
こ
と
や
家
庭
裁
判

所
で
の
検
認
手
続
が
不
要
に
な
る

こ
と
な
ど
、
相
続
人
や
受
遺
者
に

も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
近
く

の
法
務
局
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
大
分
地
方
法
務
局　
杵
築
支
局

62
–
２
２
７
１

　
強
い
日
差
し
や
紫
外
線
か
ら
消

防
職
員
の
目
を
保
護
し
、
安
全
か

つ
効
果
的
に
消
防
活
動
を
遂
行
す

る
た
め
、
サ
ン
グ
ラ
ス
を
着
用
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
着
用
条
件

を
定
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
こ
ち
ら

の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
消
防
本
部

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
消
防
本
部
警
防
課　
警
防
係

72
–
１
１
７
７

　
国
民
健
康
保
険
税
（
９
期
）・
介

護
保
険
料
（
10
期
）

▼
納
期
限　
３
月
31
日
㈫

★ 

納
付
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み

は
、
国
東
市
内
の
金
融
機
関
で

相
続
手
続
が

断
然
ラ
ク
に
な
り
ま
す

あ
な
た
の
財
産
や
想
い
、

確
実
に
託
し
ま
せ
ん
か
？

消
防
職
員
の
サ
ン
グ
ラ
ス

着
用
に
つ
い
て

税
　
金

３
月
の
納
税

お
知
ら
せ

税　

金

補
助
・
給
付

募
集
・
相
談

試
験
・
講
習

行
事
・
イ
ベ
ン
ト
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令和８年度交通災害共済の加入を受け付けています
問危機管理室　 72-5160

　交通事故（国内で発生した人
身事故に限る）で、入院・通院
を７日以上した共済加入者に、
実治療日数に応じて見舞金を支
払います。
 加入できる方 
国東市に住民登録をしている方（令和８年４月１日時点）
※ 修学（学生）のため一時的に転出している方も加入でき
ます。
 共済掛金 
１人：年額360円（１人１口に限ります）

 共済期間 
令和８年４月１日～令和９年３月31日
※ 令和８年４月１日以降に加入申込された方は、掛金納入
日の翌日～令和９年３月31日
 申込方法 
　加入申込書兼納付書に必要事項を記入のうえ、掛金を添
えて本庁会計課・各総合支所でお申し込みください。
※加入者控えは大切に保管してください。
 申込期限 
３月31日㈫　
※申込期限以降でも随時加入できます

　がんサロンとは、がん患者さんやそ
の家族など同じ立場の人が集まり、自
分の体験や想いなどを話したり、同様
の体験をした人の話を聞いたりする情
報交換の場です。
　くにさきサロン「まりまり」は、国
東市民病院ふれあいホールにて、奇数
月の第３木曜日の午後２時～４時に開
催しています。参加費は無料で、予約も不要です。参加者
の方からも「とても楽しい」「もっといろんな人にがんサロ
ンを知ってもらいたい」との声がありました。ハンドマッ
サージやカフェコーナーでほっと癒されながら、和気あい
あいとした雰囲気で、参加者同士の交流を楽しみません

か。時にはミニコンサートなどのイベントも開催していま
す。お気軽にお越しください。ご参加お待ちしています。
 次回の予定 　３月19日㈭　午後２時～４時
 問い合わせ先 　 国東市民病院　地域医療連携室

67-1211

がんサロン くにさきサロン「まりまり」に来てみませんか？
問市民健康課　保健推進係　 72-5189

　転勤や就職など異動が特に多くなる時期に、市民の皆様
の利便性の向上を図るため、下記の日時で本庁窓口の開庁
時間を延長します。
 開庁日時 　 ３月26日㈭　午前８時30分～午後７時

４月 2日㈭　午前８時30分～午後７時
 業務内容 
□転入・転出・転居などの住民票異動届の受け付け
□印鑑登録の受け付け
□各種証明書の交付
□マイナンバーカードの受け取り・申請・更新

□国民健康保険資格異動届の受け付け
□後期高齢者医療保険の受け付け
□所得証明書の交付
□介護保険の資格異動の受け付け
□ 児童手当、児童扶養手当、子ども医療・ひとり親家庭医
療の手続き
□妊婦健康診査、乳児健康診査受診票差し替え
□上下水道の開閉栓の申し込み
※ 当日は、本人確認できるもの（マイナンバーカードなど）
を持参してください。

市役所本庁窓口の開庁時間を延長します
問市民健康課　戸籍住民係　 72-5166

News Headline市からのお知らせ

14市報くにさき2026.3




